
重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

〇
　過去の類似入札における入札者等
や，当該分野の類似事業者等を調査
し，積極的に入札案内を行う。

競争性の向上 A H28

　入札公告後５開庁日経過時
点で入札説明書受領者が１者
の場合，新たな入札案内を積
極的に行う。

継続 A H28
　入札公告後５開庁日経過時点で入札
説明書受領者が１者の場合，積極的に
入札案内を行った。

A
　特に，一者応札継続案件について，積
極的に入札案内を行った。

R4
　一者応札の改善傾向にあること
から，継続的に取組む。

　公告日から入札参加書類提出日ま
での期間を，開庁日１２日間以上とす
る。

事業者への配慮 Ｂ H25
　すべての一般競争入札に適
用する。

継続 B H25

 　公告日から入札参加書類提出日ま
での期間を，開庁日１２日間以上とし
た。また，業者の利便性の向上のた
め，仕様書等の書類を電子データで提
供することを検討した。

A
　業者の準備期間を確保することができ
た。

R4
　業者側の準備期間をある程度設
けることで，応札者の拡充になると
考え，継続的に取組む。

○ 指名競争入札の改善
　受注能力を把握した上で指名候補
事業者の選定を行う。

競争性の向上 Ａ H31
　すべての指名競争入札に適
用する。

継続 A H31
　受注能力を把握した上で指名候補事
業者の選定を行った。

A

　すべての指名競争入札に適用した。
　前年度上半期と同様，辞退事業者の
抑制が見られ，応札率は高水準を維持
した。

－ R4

　事前に受注能力を確認した上で
指名しても，その後の事業者側の
事情変更により辞退となることがあ
る。

　一定の改善が見られることから，
継続的に取組む。

○

　一者応札となった案件について一
覧表を作成し，個別案件の要因検討
に資する。一覧表の更なる充実を図
る。

－ Ａ R2

　事業者へのヒアリングや調
達案件の特殊性等を調査した
上で要因分析を行い，一覧表
を作成して庁内で共有するこ
とにより対応策の検討を図
る。

継続 A R2
　一者応札となった案件について一覧
表を作成し，個別案件の要因検討に資
する。

A
　一者応札継続案件について，個別に
対応策を検討したことにより，上半期に
おいては，継続案件は解消した。

　一者応札とならないよう，仕様書の内
容をより具体的に記載するよう心がけ
た。

R4
　地域制や特殊性がある一般競争
入札の案件では，対応できる事業
者が少なく一者応札となる。

　引き続き，要因を庁内で共有して
改善に取り組む。

○
　一者応札継続案件について，競争
入札方式の変更及び公募への移行
を検討し，外部有識者に意見を伺う。

－ Ａ R2

　受注可能事業者が１者と想
定される場合は，公募を実施
した上でそれを確認し，外部
有識者に報告する。

継続 A R2
　一者応札継続案件について，競争入
札方式の変更及び公募への移行を検
討した。

A
　一者応札が継続しており，受注可能事
業者が1者と想定される案件３件につい
て，公募を実施して確認した。

－ R4
　結果として随意契約が増えること
となる。

　一者応札が継続する案件につい
ては，引き続き事業者へのヒアリン
グ等を行う。

○ 調達事務のデジタル化の推進
　電子調達システムの活用を進める
ため，庁内外に利用促進の周知を図
る。

－ Ａ R4

　電子調達システムの利用促
進に係る案内を宮内庁HP上
に掲載する。庁内に向けて取
組を依頼する。

継続 A R4
　電子調達システムの活用を進めるた
め，庁内外に利用促進の周知を検討し
た。

B
　事業者へ利用促進を行うよう周知する
ことを庁内で共有した。

－ R4

　周知を行っても，電子証明書の取
得には費用がかかることもあり，電
子調達システムの利用に直ちに結
びつくわけではない。

　全体的な周知とともに，電子調達
システムの利用に移行できそうな
事業者へ個別でも周知を行う。

○

　ガス調達について，一般競争入札
を実施しているところ，更なる競争性
向上・コスト削減の可能性がありうる
か検討する。

－ Ａ R4
　事業者へヒアリングを行い，
競争性及び経済性に鑑み，対
応を検討する。

継続 A R4
　ガス調達について，競争性向上のた
め，事業者へヒアリングを行った。

A
　事業者５者に対してヒアリングを行っ
た。

－ R4

　複数の需要場所をまとめても，価
格は需要場所ごとに算定される場
合が多く、スケールメリットが生じる
わけではない。また、まとめることに
より，緊急時対応の要件を満たす
業者が限られてしまい，入札に参
加する業者が少なくなる可能性が
ある。

　引き続き事業者にヒアリングを行
い改善に取り組む。

○
　電力調達については，令和３年度に
令和４～５年度分を契約済のため，
本年度は該当なし。

－ － － － － － － － － － － － － －

令和４年度の調達改善計画 令和４年度上半期自己評価結果（対象期間：4月1日～9月30日）

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
難易度

取組の
開始年度

取組の目標 実施において
明らかとなった

課題等

今後の計画に反映する
際のポイント

難易度
取組の

開始年度
実施した取組内容 進捗度

　現状の取組みで，一者応札の案
件が改善傾向にあるが，世界情勢
等による物資の確保が困難となり，
応札可能な業者が限られる場合が
見受けられる。

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）
実施
時期

一者応札の改善

電力調達，ガス調達の改善

調達改善に向けた審査・管理の充実

　前年度上半期に一者応札であった調
達案件（６件）が複数応札に改善した。

様式１



定量的 定性的

継続 - -
事前の案内により，業者の準備
期間が設けられ，応札者の拡充
になると考える。

継続 ○ 上半期に２回実施した。 －

発注予定情報を当庁ホームページに掲載，四半期ごとに掲載内容を更新して事業者へ積極的に案内を行う。

オープンカウンター方式の更なる拡充

その他の取組

具体的な取組内容
新規
継続
区分

特に効果があった
と判断した取組

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）

様式２



外部有識者の氏名・役職【岸上恵子　宮内庁契約監視委員会委員長】　　意見聴取【10月28日】

意見聴取事項 意見等 意見等への対応

　電子調達システムについて、電子証明書の費用が
かかるというデメリットによって利用に直ちに結びつか
ないということであるが、手間の削減などメリットがあ
ればその点も示し、また、利用した場合の経験として
庁内利用者・事業者に対しフィードバックを求め、シス
テムの改善点がないか検討し、改善点があれば提言
していくような取組が必要ではないか。

　電子調達システムを利用する場合の契約書は、印
紙税が課税されないことや、入札のために来庁するこ
とが不要となる等のメリットを、改めて事業者へ周知を
する。
　また、電子調達システムに関して事業者及び庁内窓
口部局に対して、必要に応じ、アンケート・ヒアリング
調査等を実施し、課題を取りまとめの上、電子調達シ
ステムを所有するデジタル庁へ要望を提出する。

　引き続き、原材料価格の高騰及び調達の困難さ、エ
ネルギー調達について価格高騰とともに安定供給が
懸念される状況が続いている点を踏まえ、競争性、再
エネの利用など環境への配慮と、スムーズな執行、エ
ネルギーの安定供給（調達先の持続可能性）を確保
するというバランスが必要になる。
　加えて、省エネ機器への切り替え検討等も必要では
ないか。

　競争性の確保、環境への配慮等のバランスについ
ては、引き続き事業者へのヒアリングを行い、その
時々の情勢に鑑み、入札の仕様等を検討していく。
　また、宮内庁では「宮内庁がその事務及び事業に関
し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措
置について定める計画（令和４年６月８日策定）」に基
づき、LED照明や太陽光発電等の導入についての目
標を定めていることから、建築物の新築・改修工事に
おいて、可能な範囲で省エネ・創エネの思想を取り入
れた機器の選定等を行っており、今後もその対応を進
めてまいりたい。

外部有識者からの意見聴取の実施状況
（対象期間：4月1日～9月30日）

　宮内庁調達改善計画の取組内容、取組の効果、課題
等、今後の計画に反映する際のポイントについて

様式３


